
県内に従業員３００人以上の事業所がある

その事業所の主たる事業が日本標準産業分類の次のいずれかの業
種に該当する
・大分類Ｃ－鉱業、採石業、砂利採取業
・大分類Ｄ－建設業
・大分類Ｅ－製造業
・大分類Ｈ－運輸業、郵便業（中分類４７－倉庫業に限る）
・大分類Ｉ－卸売業、小売業

その事業所で、貨物の運送を委託している。又は、運送を委託さ
れた貨物を受領している。

大規模荷主に該当

次の用途に供する建築物の所有者又は運営者である
・劇場　・映画館　・演芸場　・観覧場　・店舗　・飲食店
・展示場　・遊技場　・勝馬投票券発売所　・場外車券売場
・場内車券売場　・場外勝舟投票券発売所

その用途に供する部分の床面積の合計が１万平方メートル以上で
ある

大規模集客施設に該当

県内に従業員３００人以上の事業所がある

その事業所の自家用自動車で通勤している従業員の割合が
半数以上である

自家用自動車通勤者多数に該当

対象要件の確認用フローチャート

※　なお、各設問は、各年度の４月１日現在の状況で御確認ください。
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実施方針 
別紙１を作成 
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実施方針 
別紙３を作成 

実施方針 
別紙２を作成 


